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店舗等における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

新型コロナウイルス感染症への取り組みにご尽力いただき厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、４月２７日から行っている「新型コロナウイルス感染症奈良県緊急対処

措置」について、これまで積極的な取組をお願いしておりますが、全国的な感染

再拡大が始まり、奈良県及び周辺地域においても、特に大阪など都市部を中心に、

爆発的な勢いで感染者が増加しています。大阪府の影響を強く受ける奈良県で

は、大阪における感染者増に連動する形で、感染者の増加が顕著になっているこ

とから、本県では、大阪における感染動向を注視しつつ、これまでの経験を踏ま

えて、感染者発生の傾向に対応した感染拡大防止策を講じる必要があります。 

そのため、８月２２日までを期限としていた「奈良県緊急対処措置」を大阪府

における「緊急事態宣言」等の実施期間にあわせて、８月３１日まで継続し、本

県における、さらなる感染拡大を阻止すべく、強い危機感を持ち、引き続き市町

村と連携して事態に対処することといたしました。 

 貴会におかれましては、改めて下記事項について、奈良県に店舗を持つ、傘下

企業・団体にご周知・徹底いただきますよう、お願い申し上げます。 

 なお、新型コロナウイルス感染症対策「感染拡大防止にむけた県民のみなさま

へのお願い」の全文は、以下ＵＲＬに掲載しております。 

（http://www.pref.nara.jp/59047.htm） 

 

記 

 

１．業種別ガイドラインを遵守し、引き続き、感染予防策を徹底いただきた

いこと 

２．体調不良時は出勤しない、換気、マスク着用の徹底、車での移動時もこ

まめに換気するなど事業所での感染対策を徹底いただきたいこと 

３．夏休み、特にお盆の時期は、移動・交流の機会が多くなりますが、県内

で家族とすごすなど、不要不急の人との接触を控え、感染防止策を徹底

していただきたいこと 


